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第８章 計画の目標値・評価方法 

－１ 目標値の設定

 

本市のまちづくり方針（ターゲット）及び誘導方針（ストーリー）に基づき、「居住誘導」「都市機

能誘導」「公共交通」「防災」の目標を設定するとともに、持続可能な都市経営を行うために「財政」

の目標を設定します。 

 

■ まちづくり方針（ターゲット）及び誘導方針（ストーリー）に対する目標値の体系図   

（１）目標値の基本的な考え方 

～人のつながりがまちを変える～ 

みんなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち 

誘導方針１ 

居住の誘導による 
地域の持続性の向上 

居住誘導 

市街地における都市機
能の維持・充実による

にぎわいの創出 

誘導方針２ 

都市機能誘導 

交通・道路ネット 
ワークの整備による 

利便性の向上 

誘導方針３ 

公共交通 

防災・減災対策による
災害リスクの 
回避・低減 

誘導方針４ 

防 災 

誘導方針（ストーリー） 

まちづくりの方針（ターゲット） 

持続可能な 
都市経営 

都市機能の 
再編 

公共交通の 
再編 

居住の 
誘導 

 
集約型 

都市構造への 
転換 

目標値１ 

居住誘導 

目標値２ 

都市機能誘導 

目標値３ 

公共交通 

目標値４ 

防 災 

目標値５ 

財 政 

目 標 値 
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「居住誘導」に関する目標値は、居住誘導に関する施策の推進により、居住誘導区域内の人口

密度の低下が抑制されているか確認するため、『居住誘導区域内の人口密度』に設定します。 

 

 

 

 

 

「都市機能誘導」に関する目標値は、都市機能誘導に関する施策の推進により、都市機能誘導

区域内において誘導施設の維持・誘導が行われているか確認するため、『都市機能誘導区域内の誘

導施設数』に設定します。 

 

 

 

（２）目標値の設定 

目標値１ ： 「居住誘導」に関する目標値  

指標 

現状のまま 
推移した場合 

推計値以上 

（令和 27 年） 

目 標 値 

47.1 人/ha 

（令和 27 年） 

推 計 値 

50.6 人/ha 

（令和２年）※ 

現 状 値 

目標値２ ： 「都市機能誘導」に関する目標値  

指標 

現状値以上 

（令和 27 年） 

目 標 値 

132 施設 

（令和７年） 

現 状 値 

居住誘導区域内の人口密度（人/ha） 

都市機能誘導区域内の誘導施設数（施設） 

※令和２年（2020 年）国勢調査より 
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「公共交通」に関する目標値は、公共交通に関する施策の推進により、公共交通機関を利用し

た移動の利便性の向上が図られているか確認するため、『居住誘導区域の公共交通沿線地域※の徒

歩圏人口カバー率』に設定します。 

 

 

 

 

 

「防災」に関する目標値は、防災に関する施策の推進により、災害リスクの回避・低減が図ら

れているか確認するため、『自主防災組織の組織数及び組織結成率』に設定します。 

自主防災組織結成率は、自主防災組織数を自治会数等の団体数で除した割合となります。 

 

 

 

目標値３ ： 「公共交通」に関する目標値  

指標 

現状値以上 

（令和 27 年） 

目 標 値 

90.3％ 

（令和７年） 

現 状 値 

目標値４ ： 「防災」に関する目標値  

指標 

325 団体以上 

80.0％以上 

（令和 27 年度） 

目 標 値 

223 団体 

55.5％ 

(令和７年３月末時点) 

現 状 値 

居住誘導区域の公共交通沿線地域※の徒歩圏人口カバー率（％） 

自主防災組織の組織数（団体）及び組織結成率（％）  

※「公共交通沿線地域」は、全ての鉄道駅、バス停の徒歩圏（鉄道駅については 800m、バス停については 300m） 
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第８章 計画の目標値・評価方法 

 

 

 

「財政」に関する目標値は、居住誘導、都市機能誘導、公共交通及び防災に関する施策の推進

により、財政運営の持続可能性が向上しているか確認するため、『住民一人当たり行政コスト』に

設定します。 

住民一人当たりの行政コストは、純行政コスト※を住民基本台帳人口で除したものとなります。 

 

 

 

※純行政コスト：行政サービスに要した費用から、その対価として得られた手数料などの収益を差し引いたもの。   

目標値５ ： 「財政」に関する目標値  

指標 

現状値以下 

（令和 27 年度） 

目 標 値 

32 万円 

（令和５年度末） 

現 状 値 

住民一人当たり行政コスト（円） 
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－２ 計画の進捗管理

立地適正化計画は、都市再生特別措置法において、おおむね５年ごとに施策の実施状況についての

調査、分析及び評価を行うよう努めることとされています。 

本市では、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、都市計画基礎調査の結果や社会経済状況の変化、

上位・関連計画の策定・見直しの状況等を踏まえて、おおむね５年ごとに誘導施設の立地状況や誘導

施策・取組の進捗状況、目標値の達成状況等について評価・検証を行い、それらの結果を踏まえて適

時適切に計画を見直すとともに、都市計画審議会へ評価・検証の結果を報告することとします。 

 

また、立地適正化計画は、まちづくりに関わる様々な関係施策と連携を図り、それらの関係施策・

計画との整合性や相乗効果等を考慮しながら推進する必要があります。そのため、庁内の関係各課と

連携し、総合的かつ横断的な施策の推進を図ります。 

 

■ ＰＤＣＡサイクル 
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第８章 計画の目標値・評価方法 

－３ 届出制度

 

立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域外または都市機能

誘導区域外において一定規模以上の開発行為及び建築行為等を行おうとする場合、または都市機能誘

導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合には、これらの行為に着手する 30 日前までに市への届出が

義務付けられます。 

 

 

 

居住誘導区域 外 で以下の行為を行おうとする場合は、事前に届出が必要となります。 

開発行為 

① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 

 

② １戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、規模が 1,000 ㎡以上のもの 

 

 

建築等行為 

① ３戸以上の住宅の新築 

 

 

② 建築物を改築又は用途変更により３戸以上の住宅とする場合 

■ 届出のイメージ（開発行為等を行う場合） 

 

届出必要 

届出必要 

届出必要 

（１）届出制度について 

（２）届出の対象となる行為 

居住誘導区域外における届出・勧告          （都市再生特別措置法第 88 条） １

届出不要 

届出不要 

例）３戸の開発行為 

例）1,300 ㎡に１戸の開発行為 例）800 ㎡に２戸の開発行為 

例）３戸の建築行為 例）１戸の建築行為 
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都市機能誘導区域 外 で以下の行為を行おうとする場合は、事前に届出が必要となります。 

開発行為 ・ 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

建築等行為 

① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

■ 届出のイメージ（誘導施設に設定されている施設を設置する場合） 

 

 

 

都市機能誘導区域 内 で以下の行為を行おうとする場合は、事前に届出が必要となります。 

誘導施設の 
休廃止 

・ 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止する場合 

■ 届出のイメージ（誘導施設に設定されている施設を休止又は廃止する場合） 

 

都市機能誘導区域外における誘導施設の設置に係る届出・勧告 

（都市再生特別措置法第 108 条）

２

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に係る届出及び助言・勧告 

（都市再生特別措置法第 108 条の２）

３
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令和８年３月

野 田 市

野田市立地適正化計画

（案）

概要版



 

1 

１ はじめに 

－１ 計画の背景と目的

本市では、人口減少と少子高齢化の進展や都市の低密度化、公共施設の老朽化等に伴い、都市機能

の低下や公共施設の維持更新費の増大が懸念されており、将来的に生活サービスや地域コミュニティ

を維持することや、財政面で都市経営を持続することが困難になる可能性があります。 

このような中、国においては、平成 26 年（2014 年）に都市再生特別措置法が改正され、行政と住

民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設

されました。 

厳しい財政状況下にあっても持続可能

な都市経営を可能にするためには、『コン

パクト・プラス・ネットワーク』の推進に

より、商業、医療、福祉等の都市機能や公

共交通を再編し、居住を誘導することで、

集約型の都市構造に転換していく必要が

あります。 

このため、「野田市立地適正化計画」は、

人口減少社会に対応した持続可能な都市

構造の構築を目指し、誰もが暮らしやす

いコンパクトシティを実現することを目

的として策定するものです。 

－２ 計画の位置付け

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－３ 計画の期間        －４ 計画の対象区域

令和８年度（2026 年度）から 

令和 27 年度（2045 年度）までの 20 年間 

野田都市計画区域の全域 

 

野 田 市 

都市計画区域 

マスタープラン 

千 葉 県 

具体化 

即す 

即す 即す 

即す 

整合 

野田市総合計画 

野田市 

都市計画マスタープラン 

野田市立地適正化計画 

関連計画 

・地方創生  ・住宅 

・国土強靭化 ・空家 

・防災    ・医療・福祉 

・公共施設  ・子育て 

・公共交通  ・学校教育 等 

連携 

 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】（国土交通省） 

立地適正化計画制度のイメージ 
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２ 立地適正化の目指す将来の姿 

－１ まちづくりの方針

本市では、上位計画の将来都市構造や基本目標、現況と課題等を踏まえ、本計画におけるまちづく

りの方針（ターゲット）と、課題解決のための誘導方針（ストーリー）を以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２ 目指すべき都市の骨格構造

本計画では、都市計画マスタープランの位置付け

を踏まえて、「広域拠点」を「中心拠点」、「地域拠

点」を「地域拠点」として定めます。 

立地適正化計画は都市計画マスタープランの高

度化版としての意味合いを持つことから、本市にお

ける目指すべき都市の骨格構造は、野田市都市計画

マスタープランの将来都市構造を踏襲し、右図のと

おり定めます。 

   

～人のつながりがまちを変える～ 

みんなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち 

誘導方針１ 

まちづくりの方針（ターゲット） 

持続可能な 
都市経営 

都市機能の 
再編 

公共交通の 
再編 

居住の 
誘導 

 
集約型 

都市構造への 
転換 

誘導方針（ストーリー） 

誘導方針２ 誘導方針３ 誘導方針４ 

防災・減災対策による
災害リスクの 
回避・低減 

交通・道路ネット 
ワークの整備による 

利便性の向上 

市街地における都市機
能の維持・充実による

にぎわいの創出 

防 災 

居住の誘導による 
地域の持続性の向上 

公共交通 都市機能誘導 居住誘導 

目指すべき都市の骨格構造 
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３ 居住誘導区域 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。 

 

  
都市計画区域

区域内

居住誘導区域の検討対象（最大エリア）

居住誘導区域

最大エリアから除外する検討条件
・工業専用地域
・災害リスクの高い区域（レッドゾーン等）

等

非該当 該当

除外 除外

区域区分（線引き）

市街化区域
用途地域指定あり

市街化調整区域
用途地域指定なし

※本市は全て都市計画区域

※本市は全て線引き区域

設定 

１

２

居
住
誘
導
区
域
の
対
象
と
な
る
区
域

(
最
大
エ
リ
ア
)
の
検
討 

除
外
と
な
る
区
域
の
検
討 

居住誘導区域の設定方法 

≪除外した区域≫ 
・法令により居住誘導区域に含めない区域 

土砂災害特別警戒区域 

・住宅の建築が制限されている区域 
工業専用地域／地区計画の「建築物等の用途の制限」により住宅等の建築
を制限している区域 

・住宅の建築が制限はされていないが、居住の誘導にふさわしくない区域 
工業地域の一部／座生川の調整池／特別用途地域 



 

4 

 

 

 

 

 

 

   

居 住 誘 導 区 域 
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４ 都市機能誘導区域 

－１ 都市機能誘導区域の設定

都市機能誘導区域は、原則として居住誘導区域内に設定し、医療・福祉・商業等の都市機能を都市

の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することで、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域で

す。 

 

  
都市機能誘導区域の設定方法 

≪都市機能誘導区域の抽出≫ 
駅やバス停、公共施設等の徒歩圏を基準に、都市機能の集積や交通の利便性、都市基盤
の整備状況等を考慮しつつ、用途地域界や道路、河川等の地形地物を境界として抽出 

設定 

１

２

対
象
と
な
る
区
域
(
最
大
エ
リ
ア
) 

の
検
討 

都
市
機
能
誘
導
区
域
の
抽
出
の
検
討 

地域の一体性
・まとまりのあるエリア
（生活利便・交通・公共・行政施設等）

今後のまちづくり事業
・まちづくりの検討区域や事業区域等

その他
・市街地の歴史的経緯がある

用途地域の指定状況
・商業地域及びその周辺地域

居住誘導区域

区域内 区域外

該当 非該当

都市機能誘導区域の検討対象（最大エリア）

都市機能誘導区域

非該当 該当

除外 除外

・目指すべき骨格構造
「中心拠点」「地域拠点」

・「生活拠点」
都市機能が一定程度充実している区域
公共交通によるアクセスの利便性が高い区域

都市基盤の整備状況
・都市基盤が整備されている
・都市基盤の整備が予定されている

都市機能の集積
・既存の都市機能の集積状況
・都市機能の集積を誘導すべき区域

交通の利便性
・公共交通で拠点にアクセスできる
・公共交通を整備予定

最大エリアから除外する検討条件
・農地や非住居系の施設が混在
・広幅員道路や河川で分断されている区域
・河川区域

除外

考
慮
す
る
検
討
条
件

対

象
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⑤ 関宿台町 
周辺エリア 

⑥ 中里周辺エリア 

⑦ 七光台イオンタウン周辺エリア 

⑧ 七光台駅周辺エリア 

⑨ 清水公園駅周辺エリア 

⑪ つつみ野周辺エリア 

⑭ 運河駅周辺エリア 

⑫ 野田市役所周辺エリア 

③ 川間駅周辺エリア 

⑬ しらさぎ通り 
周辺エリア

② 関宿支所・なみき 
周辺エリア 

④ 梅郷駅周辺エリア 

① 野田市駅・愛宕駅 
周辺エリア

⑩ 桜の里周辺エリア 

※各エリアの詳細図は本編をご覧ください 

都 市 機 能 誘 導 区 域 
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－２ 誘導施設の設定

誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに定める立地を誘導すべき都市機能増進施設※です。 

都市機能誘導区域内において市民の利便性を図るために必要な誘導施設を対象に、都市機能誘導区

域に立地することが望ましい「拠点立地施設」と、生活に身近な居住地内に適度に分散して立地する

ことが望ましい「分散立地施設」に分類し、拠点立地施設は施設の立地状況を踏まえ、新たに都市機

能誘導区域に誘導を図る「誘導型」の施設と、既に都市機能誘導区域に立地している施設に対して、

区域外への転出・流出を防ぐ「維持型」の施設に分類します。 

 

●：拠点立地施設・誘導型（新たに都市機能誘導区域に誘導を図る施設） 
◆：拠点立地施設・維持型（既に都市機能誘導区域に立地している施設に対して、区域外への転出・流出を防ぐ施設） 
▼：分散立地施設（生活に身近な居住地内に適度に分散して立地することが望ましい施設） 
－：設定なし  

行政
機能

障害
福祉
機能

教育
機能

市
役
所
・
支
所
等

病
院

診
療
所

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

通
所
系

通
所
系

幼
稚
園
・
保
育
所
等

児
童
館

大
学
等

文
化
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

施
設

運
動
・
ス
ポ
ー

ツ
施
設

シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
モ
ー

ル

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト

ホ
ー

ム
セ
ン
タ
ー

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア

そ
の
他
商
業
施
設

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

銀
行
等

郵
便
局

1
野田市駅・愛宕駅

周辺エリア
◆ ● ●◆ ◆ ●◆ ●◆ ●◆ － ◆ ●◆ ●◆ ●◆ ●◆ ● ●◆ ●◆ ▼ ◆ ◆

2
関宿支所・なみき

周辺エリア
◆ ● ● － ●◆ ● ●◆ ◆ － ◆ － － ●◆ ● ● ●◆ ▼ ◆ －

3
川間駅

周辺エリア
◆ ● ●◆ － ●◆ ●◆ ●◆ － － ◆ － － ●◆ ● ● ● ▼ ◆ ◆

4
梅郷駅

周辺エリア
－ ● ●◆ － ●◆ ● ●◆ ◆ － － － － ●◆ ●◆ ●◆ ●◆ ▼ ◆ ◆

5
関宿台町

周辺エリア
－ － ● － ●◆ ● ● － － ◆ － － ● － ● ● ▼ － ◆

6
中里

周辺エリア
－ － ● － ● ● ● － － － － － ● － ● ● ▼ － －

7
七光台イオンタウン

周辺エリア
－ － ●◆ － ● ●◆ ● － － － － ◆ － － － － ▼ － －

8
七光台駅

周辺エリア
－ － ●◆ － ● ● ● － － － － － ●◆ － ● ● ▼ － －

9
清水公園駅
周辺エリア

－ － ●◆ － ● ●◆ ●◆ － － － ◆ － ● － ● ● ▼ － ◆

10
桜の里

周辺エリア
－ － ●◆ － ●◆ ● ●◆ ◆ － － － － ●◆ － ● ●◆ ▼ － －

11
つつみ野

周辺エリア
－ － ●◆ － ● ● ◆ － － － － － ●◆ － ● ●◆ ▼ － －

12
野田市役所
周辺エリア

－ ◆ ●◆ － ●◆ ● ●◆ － － － － － ●◆ ◆ ●◆ ●◆ ▼ － ◆

13
しらさぎ通り
周辺エリア

－ － ●◆ － ●◆ ● ● － － － － － ● － ●◆ ● ▼ － ◆

14
運河駅

周辺エリア
－ ◆ ●◆ － ● ●◆ ● － ◆ － － － ● － ● ● ▼ － －

金融
機能

施　設

機能分類 医療機能
介護

福祉機能
子育て
機能

文化
機能

商業機能

※ 都市機能増進施設：医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便の
ため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいいます。 誘 導 施 設 

   ：中心拠点     ：地域拠点     ：生活拠点 



 

8 

 

 

 

 

 

 

機能分類 施設 定義 

行政機能 市役所・支所等 地方自治法第４条第１項で規定する施設 

医療機能 病院 医療法第１条の５第１項で規定する病院 

診療所 医療法第１条の５第２項で規定する診療所 

介護福祉機能 地域包括支援センター 介護保険法第 115 条の 46 で規定する地域包括支援センター 

通所系 老人福祉法及び介護保険法で規定する施設であって、通所を目

的とする施設 

障害福祉機能 通所系 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第５条で規定する施設であって就労支援を目的とする施設 

子育て機能 幼稚園・保育所等 学校教育法第１条で規定する幼稚園 

児童福祉法第 39 条第１項で規定する保育所 

就業前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第２条第６項で規定する認定こども園 

児童館 児童福祉法第 40 条で規定する児童厚生施設 

教育機能 大学等 学校教育法第１条に規定する大学 

学校教育法第 124 条に規定する専修学校 

文化機能 文化・コミュニティ施設 「野田市公共施設個別施設計画」に位置付けられた音楽、美術、

演劇、舞踊等の文化芸術事業の催事を開催するための設備を有

する施設及び学習機能や研修・交流機能等を有する施設、野田

市立図書館設置条例で規定する図書館、博物館法第２条第１項

で規定する博物館 

運動・スポーツ施設 運動やスポーツに関する施設（その用途に供する部分の床面積

の合計が 1,000 ㎡以上） 

商業機能 ショッピングモール テナントとして多数の小売店舗が出店している形態が基本と

なっている総合的な商業施設で、店舗の用に供される床面積が 

10,000 ㎡以上の商業施設 

スーパーマーケット 大規模小売店立地法第２条第２項で規定する店舗面積1,000㎡

以上 10,000 ㎡未満の商業施設で、生鮮食料品を取り扱う施設 

ホームセンター 大規模小売店立地法第２条第２項で規定する店舗面積1,000㎡

以上の商業施設で、主に住関連商品を取り扱う施設 

ドラッグストア 大規模小売店立地法第２条第２項で規定する店舗面積1,000㎡

以上の商業施設で、主に医薬品や化粧品を中心とした健康及び

美容に関する商品を取り扱う施設 

その他商業施設 大規模小売店立地法第２条第２項で規定する店舗面積1,000㎡

以上のスーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア

以外の商業施設で、衣料品、家電、日用品に関する商品を取り

扱う施設 

金融機能 銀行等 銀行法第２条第１項で規定する銀行及び業協同組合法に基づ

く農業協同組合 

郵便局 日本郵便株式会社法第２条第４項で規定する郵便局 

誘導 型

維持 型

分散立地
施設

拠点立地
施設

都市機能誘導区域において
立地することが望ましい施設

生活に身近な居住地内に
適度に分散して立地する
ことが望ましい施設

新たに都市機能誘導区域に
誘導を図る施設

既に都市機能誘導区域に
立地している施設に対して、
区域外への転出・流出を
防ぐ施設

対
象
施
設

誘

導

施

設

誘導施設の分類 

都市機能誘導区域における誘導施設の定義 
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５ 誘導施策 

本市では、まちづくり方針の実現に向けて、居住誘導、都市機能誘導及び公共交通の観点から誘導

施策を以下のように定めます。 

 

 

誘導方針 誘導施策 

 

居住の誘導による 

地域の持続性の向上 

● 地域による公園等利活用の促進〔４-２〕 

● 生活環境の充実と情報発信の強化〔６-３〕 

◆ 住まい方に応じた適切な水準の住宅の確保〔３-５(１)〕 

◆ 高齢者、障がいのある人及び働く女性が住み続けられる住宅の

供給・支援〔３-５(２)〕 

◆ まちづくりと合わせた住宅･住環境の保全と創出〔３-５(３)〕 

★ 居住者の利便に用を供する施設の整備 

★ 居住誘導区域外から居住誘導区域内へ移転する者への補助 

★ 居住誘導区域内の住宅の立地に対する支援措置 

★ 居住誘導区域外の災害リスクのある区域の居住者を居住誘導

区域に誘導するための所要の措置 

★ 都市のスポンジ化対策のための制度活用 

 

市街地における 

都市機能の維持・充実による 

にぎわいの創出 

● 高齢者の生きがいづくり〔２-１〕 

● 高齢者福祉サービスの充実〔２-１〕 

● 介護保険事業の充実〔２-１〕 

● 障がい者福祉の充実〔２-１〕 

● 子どもの健全育成の推進〔２-２〕 

● 安心できる子育て環境の整備〔２-２〕 

● 幼児教育・保育の推進〔２-２〕 

● 地域医療体制の充実〔２-３〕 

● 高齢者医療の充実〔２-３〕 

● 学校における教育環境の整備や安全安心健康の確保〔３-１〕 

● 生涯学習の推進〔３-２〕 

● 生涯スポーツの推進〔３-２〕 

● ふれあい、交流の拠点づくり〔５-１〕 

● 地域コミュニティの強化〔５-１〕 

● 商業の魅力向上による商店街等の活性化〔６-１〕 

◆ バリアフリーのまちづくり〔３-７-(１)〕 

◆ 誰もが安心して住み続けられる福祉環境づくり〔３-７(２)〕   

誘導方針１ 

誘導方針２ 

居住誘導 

都市機能誘導 

誘 導 施 策 
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＜凡例＞ ●：「野田市総合計画後期基本計画（令和５年３月）」に関連する施策 
◆：「野田市都市計画マスタープラン（令和５年３月）」に関連する具体的な方針 

■：「野田市国土強靭化地域計画（令和２年３月）」に関連する施策 

★：新たに国や市が独自で行う施策 

〔 〕は施策や取組の番号を記載 

誘導方針 誘導施策 

 

市街地における 

都市機能の維持・充実による 

にぎわいの創出 

◆ 教育環境の充実〔３-７(３)〕 

◆ 歴史や文化、自然資源とふれあうための環境整備〔３-９(１)〕 

◆ スポーツ文化活動の充実〔３-９(２)〕 

◆ 新たな観光資源の創出とネットワーク化〔３-９(３)〕 

◆ 市民活動を支える文化施設の充実〔３-９(４)〕 

★ 誘導施設に対する税制上の特例措置 

★ 民間都市開発推進機構による金融上の支援措置 

★ 誘導施設の整備 

★ 民間事業者による誘導施設の整備に対する支援施策 

★ 民間事業者に対する誘導施設の運営費用の支援施策 

★ 市が保有する不動産の有効活用施策 

★ 医療・福祉施設等の建て替え等のための容積率等の緩和 

★ 民間事業者の活動のための環境整備・人材育成 

★ 金融機関との連携による支援 

★ 都市のスポンジ化対策のための制度活用（再掲） 

 

交通・道路ネットワークの 

整備による利便性の向上 

● 道路交通体系の整備〔４-２〕 

● 道路等の都市インフラの安全性と利便性の確保〔４-２〕 

● 鉄道や市内バス等の公共交通環境の充実〔４-３〕 

◆ 公共交通の充実〔３-２(１)〕 

◆ 交通結節点の機能強化〔３-２(２)〕 

◆ 骨格的な幹線道路の整備〔３-２(３)〕 

◆ 生活道路の整備〔３-２(４)〕 

◆ 歩行者・自転車ネットワークの整備〔３-２(５)〕 

◆ 人や環境にやさしい道路の整備〔３-２(６)〕 

◆ バリアフリーのまちづくり〔３-７(１)〕（再掲） 

★ 歩行者空間の整備 

★ 公共交通に関する施設の整備 

★ 交通結節機能の強化・向上 

★ 基幹的な公共交通網のサービスレベルの確保のための施策 

★ 都市のスポンジ化対策のための制度活用（再掲） 

誘導方針２ 

誘導方針３ 

都市機能誘導 

公共交通 



 

11 

６ 防災指針 

近年、自然災害が頻発・激甚化しており、災害に強いまちづくりとコンパクト・プラス・ネットワ

ークのまちづくりを併せて進めることが重要です。 

防災指針では、災害リスクの分析、防災上の課題の整理を踏まえて、防災・減災に向けた取組方針

を「災害リスクの回避」及び「災害リスクの低減（ハード・ソフト）」に設定します。さらに、取組方

針ごとに具体的な取組及びスケジュール（短期：概ね５年程度，中期：概ね 10 年程度，長期：概ね 20

年程度）を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 
＜凡例＞ ●：「野田市総合計画後期基本計画（令和５年３月）」に関連する施策 

◆：「野田市都市計画マスタープラン（令和５年３月）」に関連する具体的な方針 

■：「野田市国土強靭化地域計画（令和２年３月）」に関連する施策 
★：新たに国や市が独自で行う施策 

〔 〕は施策や取組の番号を記載 

取組 

方針 
具体的な取組 実施主体 

スケジュール 

短期 中期 長期 

災
害
リ
ス
ク
の 

回
避 

災害リスクを踏まえた立地誘導     

★ 居住誘導区域外の災害リスクのある区域の居住者を居住誘
導区域に誘導するための所要の措置（再掲） 

市    

★ 立地適正化計画の届出制度の運用 市    

土地利用規制     

◆ 計画的な土地利用と市街地整備の推進〔３-８(２)〕 市    

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

ハ
ー
ド 

公共施設・住宅等の安全対策     

◆ 建築物等の安全対策〔３-８(６)〕 市    

■ 建築物の耐震・安全化〔１-１①〕 県／市    

■ 公共施設の耐震化・計画的保全等〔１-１⑭〕 県／市    

■ 行政機関の施設の耐震化・老朽化対策の推進及び非常用電源
の確保〔３-２②〕 

市    

  

災害リスクの
回避

災害リスクの
低減

ソフト

ハード
・ 公共施設・住宅等の安全対策
・ 都市基盤の整備

・ 防災体制の充実・強化
・ 地域防災力の向上

・ 災害リスクのあるエリアからの立地誘導
・ 土地利用規制

誘導方針４

防
災
・
減
災
対
策
に
よ
る

災
害
リ
ス
ク
の
回
避
・
低
減

取 組 方 針 具 体 的 な 取 組誘導方針

防災・減災に向けた取組方針 

具体的な取組及びスケジュール 
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取組 

方針 
具体的な取組 

実施 

主体 

スケジュール 

短期 中期 長期 

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

ハ
ー
ド 

都市基盤の整備     

◆ 治水対策の推進〔３-８(１)〕 市    

◆ 避難路等の整備〔３-８(３)〕 市    

◆ 指定緊急避難場所等の整備〔３-８(５)〕 市    

■ 地域の安全確保〔１-１②〕 市    

■ 緊急輸送道路等の整備促進〔１-１⑪〕 県／市    

■ 宅地の滑動崩落対策〔１-１⑮〕 市    

■ 浸水対策の推進〔１-３②〕 国／県／市    

■ 農業用施設の維持管理〔１-３③〕 市    

■ 非常用電源の確保〔５-２②〕 市    

■ 堤防（護岸）機能の維持強化〔６-５〕 国／県／市    

■ 浸水による被害の限定〔８-２〕 市    

ソ
フ
ト 

防災体制の充実・強化     

● 消防体制の充実〔４-１〕 市    

◆ 指定緊急避難場所の指定及び解除〔３-８(４)〕 市    

■ 学校・事業者等の防災対策〔１-１③〕 市    

■ 防災関係機関等との連携した実戦的訓練の実施〔１-１⑥〕 市    

■ 情報収集及び情報伝達体制の整備・強化〔１-２②〕 市    

■ 水難救助体制の整備・強化〔１-３④〕 市    

■ 物資等の補給体制の確保〔２-１①〕 市    

■ 救助・救急能力の確保〔２-２〕 市    

■ 悪条件下における災害対策本部運営体制の整備〔３-２①〕 市    

■ 防災行政無線を主体とした情報伝達手段の充実強化〔４-１〕 市    

■ 企業の災害対処能力の向上〔５-１①〕 市    

■ 食料等の確保及び供給体制の整備〔５-３①〕 市    

■ 燃料の継続的確保〔６-１①〕 市    

★ 盛土規制法に基づく規制の周知と適正な運用 県／市    

★ 防災情報発信力の強化 市    

地域防災力の向上     

● 防災まちづくりの推進〔４-１〕 市    

● 互いに支え合う地域づくりの推進〔５-１〕 市    

◆ 地域の防災力の向上〔３-８(７)〕 市    

■ 地域における災害対応力の向上〔１-１④〕 市    

■ 要配慮者等への支援〔１-１⑤〕 市    

■ 企業及び家庭の災害対処能力の向上〔５-２①〕 市    

★ 防災意識の醸成を図るための防災講話及び防災教育の推進 市    

★ 地域防災リーダーの育成 市      
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７ 計画の目標値・評価方法 

－１ 目標値の設定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

目標値１ ： 「居住誘導」に関する目標値 

指標 

目標値２ ： 「都市機能誘導」に関する目標値 

指標 

目標値３ ： 「公共交通」に関する目標値 

指標 

目標値４ ： 「防災」に関する目標値 

指標 

目標値５ ： 「財政」に関する目標値 

指標 

居住誘導区域内の人口密度（人/ha） 

都市機能誘導区域内の誘導施設数（施設） 

居住誘導区域の公共交通沿線地域※２の徒歩圏人口カバー率（％） 

自主防災組織の組織数（団体）及び組織結成率（％） 

住民一人当たり行政コスト※３（円） 

現状値以上 
（令和 27 年） 

目
標
値 

132 施設 
（令和７年） 

現
状
値 

現状値以上 
（令和 27 年） 

目
標
値 

90.3％ 
（令和７年） 

現
状
値 

325 団体以上 
80.0％以上 

（令和 27 年度） 

目
標
値 

223 団体 
55.5％ 

(令和７年３月末時点) 

現
状
値 

現状値以下 
（令和 27 年度） 

目
標
値 

32 万円 
（令和５年度末） 

現
状
値 

現状のまま 
推移した場合 

推計値以上 
（令和 27 年） 

目
標
値 

47.1 人/ha 
（令和 27 年） 

推
計
値 

50.6 人/ha 
（令和２年）※１ 

現
状
値 

※１：令和２年（2020 年）国勢調査より 

※２：「公共交通沿線地域」は、全ての鉄道駅、バス停の徒歩圏（鉄道駅については 800m、バス停については 300m） 

※３：住民一人当たりの行政コストは、純行政コスト（行政サービスに要した費用から、その対価として得られた手
数料などの収益を差し引いたもの）を住民基本台帳人口で除したもの 
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－２ 計画の進捗管理

本市では、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、都市計画基礎調査の結果や社会経済状況の変化、

上位・関連計画の策定・見直しの状況等を踏まえて、おおむね５年ごとに誘導施設の立地状況や誘導

施策・取組の進捗状況、目標値の達成状況等について評価・検証を行い、それらの結果を踏まえて適

時適切に計画を見直すとともに、都市計画審議会へ評価・検証の結果を報告することとします。 

 

－３ 届出制度

立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域外または都市機能

誘導区域外において一定規模以上の開発行為及び建築行為等を行おうとする場合、または都市機能誘

導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合には、これらの行為に着手する 30 日前までに市への届出が

義務付けられます。 

 

 

開発行為 
① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

② １戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、規模が 1,000 ㎡以上のもの 

建築等行為 
① ３戸以上の住宅の新築 

② 建築物を改築又は用途変更により３戸以上の住宅とする場合   

届出の対象となる行為 

居住誘導区域 外 における届出・勧告         （都市再生特別措置法第 88 条） １
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開発行為 ・ 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

建築等行為 

① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

誘導施設の 
休廃止 

・ 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止する場合 

 

 

都市機能誘導区域 外 における誘導施設の設置に係る届出・勧告 

（都市再生特別措置法第 108 条）

２

都市機能誘導区域 内 における誘導施設の休廃止に係る届出及び助言・勧告 

（都市再生特別措置法第 108 条の２）

３

野田市立地適正化計画 概要版  令和８年●月策定 

野田市 建設局 都市部 都市計画課 

〒２７８－８５５０ 千葉県野田市鶴奉７番地の１ 

ＴＥＬ：０４－７１２３－１１９３ ＦＡＸ：０４－７１２２－１５５８ 

Ｈ Ｐ：https://www.city.noda.chiba.jp/ 

※届出制度の詳細は、届出の手引きをご覧ください 



令和７年度第３回都市計画審議会の質問事項について

令和７年度第３回野田市都市計画審議会で頂いた意見と市の考え方は、次の

とおりです。

意見の概要と市の考え方（野田市立地適正化計画（案））について

№ 意見の概要 市の考え方

１ 公聴会は必ず実施するのか。

（寺部会長）

申し出があれば実施します。今回は申し出

がなかったので中止となりました。

２ 立地適正化計画の素案を作成する

際、生成ＡＩを利用しているのか。

委託会社は何人体制で対応を行って

いるのか。

（吉岡委員）

生成ＡＩは使用しておりません。

委託会社は主に４名の技術者で対応してお

ります。

３ 誘導施設の中に都市公園の記載

がないが、都市公園はどのような位

置づけをしているのか。コンパクト

なまちづくりや防災上の観点におい

ても、公園は必要な施設であると考

える。

（柳井委員）

総合公園は誘導施設に位置づけています

が、一般的な都市公園は都市機能誘導区域だ

けでなく、居住誘導区域にも必要な施設とし

て、誘導施設には位置づけておりません。そ

のため、居住誘導に関する施策として、野田

市総合計画後期基本計画に位置付けている

「●地域による公園等利活用の促進：公園

は、市民の憩いの場として、また、子どもた

ちが安全・安心に遊べる場として都市におけ

る貴重な空間となっています。そのため、今

後も公園機能の維持・増進を図るよう適正な

管理を行います。また、市民の多様なスポー

ツレクリエーション等のニーズに対応するた

め、総合公園やスポーツ公園等の整備も行い

ます。」を追加いたしました。

４ 公園等の管理や生産緑地の考えを

示す上で、緑の基本計画は必要であ

ると考える。

（柳井委員）

全体的な公園維持や緑の関係については、

生物多様性のだ戦略で網羅していく考えであ

り、現時点で緑の基本計画を策定することは

考えていませんが、計画の必要性を再度整理

しつつ、生物多様性のだ戦略の中で検討して

いきたいと考えております。

５ 誘導施設の教育機能は、大学のみ

の記載しかないが、小中学校はなぜ

記載していないのか。

（吉岡委員）

小中学校に関しては、現在の生活拠点があ

る中で都市機能誘導区域へ移転することは難

しいため、誘導施設から除外いたしました。



№ 意見の概要 市の考え方

６ パブリックコメント等の際に、概

要版だけでなく、全体版も公表する

予定なのか。

（濵田委員）

どちらも公表します。

７ ＰＤＣＡサイクルで、ＣＡはどの

ように実施するのか。ＰＤＣＡを誰

がどのように行うのか記載したほう

がよいのではないか。

（柳井委員）

ご指摘の通り『おおむね５年ごとに誘導施

設の立地状況や誘導施策・取組の進捗状況、

目標値の達成状況等について評価・検証行い、

それらの結果を踏まえて適時適切に計画を見

直すとともに、都市計画審議会へ評価・検証

の結果を報告することとします。』と修正いた

しました。また、■PDCA サイクル表の CHECK

の箇所に『●都市計画審議会への報告』を追

加しました。



議案第２号

野田都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変更について（付議）



１ 

野田都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変更理由書 

 

 

関宿クリーンセンターは、平成元年８月に当初都市計画決定をして以来、稼働を

続けてきたが、平成２６年３月に稼働停止しており、令和４年３月に建物の除却が

完了した。必要とされていた処理能力分の処理について、市外の民間の一般廃棄物

処理施設に委託することで完結されるため、当該都市計画施設を廃止する。 
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（案） 

４ 

野田都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変更（野田市決定） 

 

都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）中野田市関宿クリーンセンターを廃止する。 

 

名    称 
位  置 面  積 備  考 

番号 ごみ焼却場名 

1 野田市清掃工場 

野田市瀬戸上灰毛

字笹久保、三ツ堀

字笹久保、笹久保

下及び笹久保前の

各一部の区域 

約 37,600㎡ 
准連続燃焼式 

150t/16h 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理由 

 関宿クリーンセンターは平成２６年３月に稼働停止しており、令和４年３月に建物の除

却が完了した。必要とされていた処理能力分の処理については、市外の民間の一般廃棄物処

理施設に委託することで完結されるため、当該都市計画施設を廃止する。 



５ 

新旧対照表 

 

 

 

新（野田都市計画ごみ焼却場） 

名    称 
位  置 面  積 備  考 

番号 ごみ焼却場名 

1 野田市清掃工場 

野田市瀬戸上灰毛

字笹久保、三ツ堀

字笹久保、笹久保

下及び笹久保前の

各一部の区域 

約 37,600㎡ 
准連続燃焼式 

150t/16h 

 

 

 

 

旧（野田都市計画ごみ焼却場） 

名    称 
位  置 面  積 備  考 

番号 ごみ焼却場名 

1 野田市清掃工場 

野田市瀬戸上灰毛

字笹久保、三ツ堀

字笹久保、笹久保

下及び笹久保前の

各一部の区域 

約 37,600㎡ 
准連続燃焼式 

150t/16h 

2 
野田市関宿 

クリーンセンター 

野田市古布内字郷

の一部の区域 
約 15,700㎡ 

准連続燃焼式焼却炉 

40t/16h 

粗大ごみ処理施設 

14t/5h 

 

 



６ 

 

 

 

都市計画変更スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年

８月２２日 

１２月３日～ 

１２月１７日 

２月下旬 ３月下旬 

案

 

の

 

縦

 

覧 

都
市
計
画
審
議
会(

付
議) 

県

 

法

 

定

 

協

 

議 

都

市

計

画

決

定 

１０月１６日～

１０月３０日 

原

 

案

 

の

 

縦

 

覧 
令和８年

２月１８日 

都
市
計
画
審
議
会(

報
告) 

公

聴

会 

申 出 な し の 

ため開催せず 


